
議案第８３号 

さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 

平成２８年５月２６日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 

さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

３年さいたま市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （費用弁償）  （費用弁償）

第５条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、

 別表第１項から第７項までに掲げるものにあって

は市長、同表第８項から第１８項までに掲げるも

のにあっては一般職の職員にそれぞれ支給する旅

費額に相当する額を費用弁償として、一般職の職

員の旅費支給の例により支給する。

第５条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、

 別表第１項から第７項までに掲げるものにあって

は市長、同表第８項から第１６項までに掲げるも

のにあっては一般職の職員にそれぞれ支給する旅

費額に相当する額を費用弁償として、一般職の職

員の旅費支給の例により支給する。

２ ［略］ ２ ［略］

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

区分 報酬の額

１～８ ［略］

９ 投票所の投票管

理者

法第１４条第１項第２

号に掲げる額

１０ 共通投票所の

投票管理者

法第１４条第１項第３

号に掲げる額

１１ 期日前投票所 法第１４条第１項第４

区分 報酬の額

１～８ ［略］

９ 投票所の投票管

理者

法第１４条第１項第２

号に掲げる額

１０ 期日前投票所 法第１４条第１項第３



の投票管理者 号に掲げる額

１２ 開票管理者 法第１４条第１項第５

号に掲げる額

１３ 投票所の投票

立会人

法第１４条第１項第６

号に掲げる額

１４ 共通投票所の

投票立会人

法第１４条第１項第７

号に掲げる額

１５ 期日前投票所

の投票立会人

法第１４条第１項第８

号に掲げる額

１６ 開票立会人 法第１４条第１項第９

号に掲げる額

１７ 選挙立会人 法第１４条第１項第１

０号に掲げる額

１８ ［略］

の投票管理者 号に掲げる額

１１ 開票管理者 法第１４条第１項第４

号に掲げる額

１２ 投票所の投票

立会人

法第１４条第１項第５

号に掲げる額

１３ 期日前投票所

の投票立会人

法第１４条第１項第６

号に掲げる額

１４ 開票立会人 法第１４条第１項第７

号に掲げる額

１５ 選挙立会人 法第１４条第１項第８

号に掲げる額

１６ ［略］

附 則 

この条例は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一

部を改正する法律（平成２８年法律第２４号）附則第１条ただし書に規定する規定の

施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 


